
社
会
保
障
分
野
に
お
け
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
利
用
事
務

 
に
つ
い
て
情
報
連
携
の
項
目
を
追
加
す
る
よ
う
見
直
し

 

１
 
予
防
接
種
法
に
よ
る
予
防
接
種
の
実
施
に
関
す
る
事
務
に
お
い
て
情
報
連
携

 

 
に
よ
り
照
会
可
能
な
特
定
個
人
情
報
の
追
加

 

２
 
予
防
接
種
法
に
よ
る
給
付
の
支
給
又
は
実
費
の
徴
収
に
関
す
る
事
務
に
お
い

 

て
情
報
連
携
に
よ
り
照
会
可
能
な
特
定
個
人
情
報
の
追
加

 

情
報
連
携
に
よ
り
照
会
可
能
な
特
定
個
人
情
報
の
追
加

 

重点番号22-③：社会保障分野におけるマイナンバー利用事務について
　　　       情報連携の項目を追加するよう見直し（矢巾町）
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１
 
予
防
接
種
法
に
よ
る
予
防
接
種
の
実
施
に
関
す
る
事
務

 

 
予
防
接
種
法
に
定
め
る
Ｂ
類
疾
病
（
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
及
び
肺
炎
球
菌
感
染
症
（
高
齢
者
が
か
か
る

も
の
に
限
る
。
）
）
の
予
防
接
種
対
象
者
は
、
「
6
0
歳
以
上

6
5
歳
未
満
の
者
で
あ
っ
て
、
心
臓
、
腎
臓
若

し
く
は
呼
吸
器
の
機
能
の
障
害
又
は
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
免
疫
の
機
能
の
障
害
を
有
す
る

も
の
」
等
と
な
っ
て
い
る
。

 
【
予
防
接
種
法
施
行
令
第
１
条
の
３
第
１
項
の
表
の
規
定
に
よ
る
】

 

 
 

 
実
際
の
対
象
者
は

 ・
・
・
＞
＞

 身
体
障
害
者
手
帳
１
級
を
所
持
し
て
い
る
方

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
○
手
続
方
法

 

 
 

 
予
防
接
種
対
象
者
が
役
場
窓
口
に
来
庁
し
て
、
身
体
障
害
者
手
帳

 

 
 
を
提
示
い
た
だ
き
、
担
当
者
が
手
帳
の
内
容
を
確
認
の
う
え
、
予
防
接

 

 
 
種
券
を
発
行
し
て
い
る
。

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
支
障

 

 
予
防
接
種
対
象
者
に
毎
回
、
役
場
窓
口
で
手
帳
の
提
示
を
求
め
て
い

る
た
め
、
対
象
者
に
と
っ
て
手
間
と
な
っ
て
い
る
。

 身
体
障
害
者
１
級

 

2
8
年
度

 
6
人

 

2
7
年
度

 
7
人

 

2
6
年
度

 
7
人

 

予
防
接
種
法
に
よ
る
予
防
接
種
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
取
得
す

る
の
だ
か
ら
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
利
用
す
る
こ
と
で
手
帳
を
提

示
し
な
い
で
迅
速
に
確
認
で
き
る
の
で
は
な
い
か
・
・
・

 

身
体
障
害
者
手
帳
に
関
す
る
事
務
は
県
の
事
務
と
な
っ
て
い

る
た
め
、
町
に
は
情
報
が
な
い
・
・
・

 

し
か
し
、

 

番
号
法
で
提
供
で
き
る
特

定
個
人
情
報
に
、
障
害
者

関
係
情
報
を
加
え
る
こ
と

に
よ
り
、
町
で
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
る
！

 

そ
こ
で
、

 

予
防
接
種
対
象
者
が
毎

回
、
身
体
障
害
者
手
帳
を

提
示
す
る
必
要
が
な
い
！

 

結
果
、
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２
 
予
防
接
種
法
に
よ
る
給
付
の
支
給
又
は
実
費
の
徴
収
に
関
す
る
事
務

 

 
予
防
接
種
を
実
施
し
た
際
の
実
費
徴
収
に
お
い
て
、
経
済
的
な
理
由
に
よ
り
負
担
で

き
な
い
と
認
め
る
と
き
は
徴
収
し
て
い
な
い
。

 
【
予
防
接
種
法
施
行
令
第

2
8
条
た
だ
し

書
の
規
定
に
よ
る
】

 

 
 

 
実
際
の
対
象
者
は

 ・
・
・
＞
＞

 生
活
保
護
受
給
者

 

 
○
手
続
方
法

 

 
予
防
接
種
希
望
者
が
役
場
窓
口
に
来
庁
し
て
、
予
防
接
種
無
料
接
種
券
申
請
書
を
提
出

し
、
担
当
者
が
照
会
し
て
生
活
保
護
受
給
者
か
確
認
の
う
え
、
無
料
接
種
券
を
発
行
し
て
い

る
。
（
他
市
で
保
護
決
定
さ
れ
た
生
活
保
護
受
給
者
が
、
本
町
に
あ
る
福
祉
施
設
に
入
所
し

た
場
合
は
、
従
前
の
市
で
の
支
給
と
な
る
た
め
、
生
活
保
護
受
給
証
明
書
の
提
出
を
求
め
て

い
る
。
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
支
障

 

予
防
接
種
無
料
接
種
券
申
請
書
を
提
出
し
て
無
料
接
種

券
を
発
行
す
る
ま
で
の
処
理
に
時
間
が
か
か
る
。
他
市
町

村
か
ら
の
受
給
者
に
つ
い
て
は
、
証
明
書
の
提
出
を
求
め

て
い
る
た
め
、
対
象
者
に
と
っ
て
手
間
と
な
っ
て
い
る
。

 

予
防
接
種
者
数

 
う
ち
生
活
保
護
受
給
者

 

2
8
年
度

 
3

,9
9

0
人

 
2

7
人
（2
人
） 

2
7
年
度

 
3

,7
5

8
人

 
2

0
人
（1
人
） 

2
6
年
度

 
3

,3
8

9
人

 
2

3
人
（0
人
） 

予
防
接
種
法
に
よ
る
予
防
接
種
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
取
得
す

る
の
だ
か
ら
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
利
用
す
る
こ
と
で
迅
速
に
確

認
で
き
る
の
で
は
な
い
か
・
・
・

 

生
活
保
護
受
給
者
に
関
す
る
事
務
は
県
の
事
務
と
な
っ
て
い

る
た
め
、
町
に
は
情
報
が
な
い
・
・
・
他
市
の
情
報
が
な
い
・
・
・

 

し
か
し
、

 

番
号
法
で
提
供
で
き
る
特

定
個
人
情
報
に
、
生
活
保

護
関
係
情
報
を
加
え
る
こ

と
に
よ
り
、
町
で
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
る
！

 

そ
こ
で
、

 

予
防
接
種
対
象
者
が
生

活
保
護
受
給
者
の
場
合

に
、
す
ぐ
に
無
料
接
種
券

を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き

る
！

 

結
果
、

 

（ 
）は
他

市
受
給
者
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番
号
法
別
表
第
２
の
改
正

 

情
報
照
会
者

 
事
務

 
情
報
提
供
者

 
特
定
個
人
情
報

 

1
6
の

2
 
都
道
府
県
知
事
又

は
市
町
村
長

 
予
防
接
種
法
に
よ
る
予
防
接
種
の
実
施
に
関

す
る
事
務
で
あ
っ
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の

 
都
道
府
県
知
事
又
は
市
町
村

長
 

予
防
接
種
法
に
よ
る
予
防
接
種
の
実
施
に
関

す
る
情
報
で
あ
っ
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の

 

1
8
 
市
町
村
長

 
予
防
接
種
法
に
よ
る
給
付
の
支
給
又
は
実
費

の
徴
収
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
主
務
省
令
で

定
め
る
も
の

 
市
町
村
長

 
地
方
税
関
係
情
報
又
は
住
民
票
関
係
情
報
で

あ
っ
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の

 

情
報
提
供
者

 
特
定
個
人
情
報

 

都
道
府
県
知
事

 
障
害
者
関
係
情
報
で
あ
っ
て
主
務
省
令
で
定

め
る
も
の

 

都
道
府
県
知
事
又
は
市
町
村

長
 

予
防
接
種
法
に
よ
る
予
防
接
種
の
実
施
に
関

す
る
情
報
で
あ
っ
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の

 

都
道
府
県
知
事
等

 
生
活
保
護
関
係
情
報
又
は
中
国
残
留
邦
人
等

支
援
給
付
等
関
係
情
報
で
あ
っ
て
主
務
省
令

で
定
め
る
も
の

 

市
町
村
長

 
地
方
税
関
係
情
報
又
は
住
民
票
関
係
情
報
で

あ
っ
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の

 

別
表
第
２

 

1
6
の

2
の
項
に
提
供
可
能
な
特
定
個
人
情
報
と
し
て
「
都

道
府
県
知
事
」
が
保
有
す
る
「
障
害
者
関
係
情
報
」
を
追

加
 

1
8
の
項
に
提
供
可
能
な
特
定
個
人
情
報
と
し
て
「都
道

府
県
知
事
等
」
が
保
有
す
る
「
生
活
保
護
関
係
情
報
又

は
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
給
付
等
関
係
情
報
」
を
追
加

 

都
道
府
県
知
事
等
が
保
有
す
る
特
定
個
人
情
報
を
提
供
で
き
る
よ
う
に

 

番
号
法
別
表
第
２
に
お
い
て
、
予
防
接
種
を
行
う
全
市
町
村
が
障
害
者
関
係
情
報
、
生
活
保
護
関
係
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
改
正
し
、
住
民
の
利
便
性
向
上
と
、
事
務
の
効
率
化
を
図
る
。
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（補
足
）
小
規
模
団
体
こ
そ
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
活
用
促
進

 

ひ
と
つ
の
事
務
処
理
の
処
理
件
数
は
少
な
い
が
、

 

ひ
と
つ
の
業
務
に
複
数
の
担
当
者
を
配
置
で
き
な
い
た
め
、

 

ひ
と
り
の
職
員
に
対
す
る
事
務
の
分
掌
数
が
多
い
。

 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
活
用
に
よ
る

 
事
務
の
省
力
化
を
図
る
。

 

小
規
模
団
体
は
、

 
保
健
師
が
住
民
を
訪
問
・
相
談
対

応
す
る
時
間
が
制
限
さ
れ
る
。

 

事
務
処
理
を
迅
速
に
す
る
こ
と
が
で
き

る
か
ら
、
別
の
業
務
に
時
間
を
割
け
る
。

 

予
防
接
種
事
務
だ
け
で
な
く
、
住
民
を

訪
問
・
相
談
対
応
す
る
時
間
が
増
え
る
。

 

矢
巾
町
で
は
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種

担
当
の
保
健
師
１
名
、
そ
の
他
の
予
防
接

種
担
当
の
保
健
師
１
名
で
対
応
し
て
い
る
。

 

生
活
保
護
及
び
身
体
障
害
者
に
関
す
る
確

認
で
は
、
１
件
あ
た
り
の
処
理
時
間
の
短
縮

が
図
ら
れ
る
と
想
定
。
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平
成

２
９

年
度

地
方

分
権

改
革

に
関

す
る
提

案
募

集

「
社

会
保

障
分

野
に

お
け

る
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
利

用
事

務
に

つ
い

て
情

報
連

携
の

項
目

を
追

加
す

る
よ

う
見

直
し

」

【
提

案
事

項
】

指
定

難
病

・
小

児
慢

性
特

定
疾

病
医

療
費

申
請

に
お

い
て
マ
イ

ナ
ン

バ
ー
制
度

を
活

用
し

た
情

報
連

携
項

目
の

追
加

平
成
２

９
年

７
月

１
１

日

千
葉

県

重点番号22-③：社会保障分野におけるマイナンバー利用事務
     について情報連携の項目を追加するよう見直し（千葉県）
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指
定

難
病

と
小

児
慢

性
特

定
疾

病
医

療
費

助
成

制
度

の
概

要

特
定
疾
病
医
療
費
（
指
定
難
病
）

小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
費

法
律

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律

児
童
福
祉
法

目
的

難
病
患
者
に
対
し
、
公
平
か
つ
安
定
的
な
医
療
費
助
成
を
行
う
。
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
の
健
全
育
成
を
図
る
た
め
、
小
児
慢
性

定
疾
病
医
療
支
援
に
係
る
医
療
費
助
成
を
行
う
。

対
象

指
定
難
病

３
３
０
疾
病

小
児
慢
性
特
定
疾
病

７
２
２
疾
病

受
給
者
数

(2
9.

3.
31
）

４
４
，
８
５
３
人
（
千
葉
県
）

３
，
０
６
５
人
（
千
葉
県
（
千
葉
市
・
船
橋
市
・
柏
市
除
く
。
）
）

医
療
費
負
担
額

（
月
額
）

市
町
村
民
税
の
課
税
額
等
に
よ
り
、
階
層
区
分
の
基
準
に
基
づ

自
己
負
担
限
度
額
を
決
定

同
左

申
請
に
際
し
て
必
要
な
提
出
（
提
示
）
書
類

・
住
民
票

・
市
県
民
税
（
非
）
課
税
証
明
書

・
非
課
税
世
帯
の
場
合
、
収
入
を
証
明
で
き
る
書
類

（
例
：
生
活
保
護
受
給
証
明
書
、
年
金
受
給
額
が
確
認
で
き
る
書
類
）

・
保
険
証
の
写
し

（
患
者
が
国
民
健
康
保
険
又
は
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加
入
し
て
い
る

場
合
は
、
世
帯
員
全
員
分
。

患
者
が
上
記
保
険
以
外
（
健
康
保
険
組
合
、
協
会
け
ん
ぽ
等
）
に

加
入
し
て
い
る
場
合
は
、
患
者
分
（
患
者
が
被
扶
養
者
の
場
合
は
、

被
保
険
者
本
人
分
も
必
要
）

・
個
人
番
号
カ
ー
ド

等

＊
省
略
が
可
能
な
書
類

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
住
民
情
報
は
、
世
帯
主
と
の
続
柄
と
世
帯

番
号
の
み
で
あ
り
、
住
所
の
確
認
は
で
き
な
い
た
め
、
住
民
票
の
省
略
は
行
う

こ
と
が
で
き
な
い
。

（
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
費
助
成
を
行
っ
て
い
る
政
令
・
中
核
市
は
除
く
）

・
市
県
民
税
（
非
）
課
税
証
明
書

・
生
活
保
護
受
給
証
明
書

情 報 連 携 後
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階
層
区
分

階
層

区
分
の
基
準

自
己
負
担
限
度
額

生
活
保
護

生
活

保
護
（

世
帯
）

な
し

低
所
得
Ⅰ

市
町

村
民
税

非
課
税
（

世
帯

）
収
入
等
（
※
）
～
8
0万

円
2
,5
0
0円

低
所
得
Ⅱ

収
入
等
（
※

）
80
万
円
超
～

5
,0
0
0円

一
般
所
得
Ⅰ

市
町

村
民
税

課
税
以
上

７
万

千
円

未
満

1
0,
0
00
円

一
般
所
得
Ⅱ

市
町

村
民
税

所
得
割
額

７
万

千
円

以
上

25
万
千
円
未
満

2
0,
0
00
円

上
位
所
得

市
町

村
民
税

所
得
割
額

25
万

千
円

以
上

3
0,
0
00
円

①
医

療
保

険
支

給
関

係
情
報

・
階

層
区
分
に
つ
い
て
は
、
「
支
給

認
定
を
受

け
た
指

定
難

病
の

患
者

」
及
び
「支

給
認
定
基
準
世
帯

員
」に

つ
い
て
の

市
町
村

民
税
所

得
割

額
等
を
合
算
し
た
額
を
基
準

に
判

断
す
る
が

、
「支

給
認
定

基
準

世
帯
員
」
の
範
囲
に
つ
い
て
は

、
患

者
を
含
め
た
世

帯
の

医
療
保

険
の

加
入
状
況
を
確
認
す
る
必
要
が

あ
る
と
こ
ろ
、
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
制

度
に
よ
る
情
報
連
携
の
対
象
に
な
っ
て
い
な
い
。

難
病

患
者

に
係

る
自

己
負

担
限

度
額

の
算

定
に
つ
い
て

②
障
害

年
金

支
給

関
係

情
報

・
「
収

入
等
（
※
）」
に
つ
い
て
は
、
「公

的
年
金
等
の
収
入
金
額
」、

「合
計
所
得
金

額
」
及
び
「
国

民
年
金
法
に
基
づ
く
障
害
基
礎
年
金
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令

で
定

め
る
給
付
を
合
計
し
た
金
額
」
を
合
算
し
た
額
を
基
準
に
判
断
す
る
が
、
「国

民
年

金
法
に
基
づ
く
障
害
基
礎
年
金
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
給

付
」
の
一
部
に
つ
い
て
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
よ
る
情
報
連
携
の
対
象
に

な
っ
て
い
な
い
。

患
者
が
加
入
し
て
い

る
医
療
保
険

支
給

認
定

基
準

世
帯

員

国
保

・
国
保
組
合

国
保

に
加

入
す
る
世

帯
全

員

そ
れ

以
外

被
保

険
者

本
人

（
保

護
者
）
の
み
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提
案
内
容
：
指
定
難
病
及
び
小
児
慢
性
特
定
医
療
費
助
成
制
度
の
事
務
で
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
よ
る

情
報
連
携
に
よ
り
、
以
下
の
項
目
を
追
加

現
状
：
保
険
証
の
写
し
を
申
請
時
提
出

患
者
が
国
民
健
康
保
険
、
国
民
健
康
保
険
組
合
又
は
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加

し
て
い
る
場
合
は
、
世
帯
員
全
員
分

患
者
が
上
記
保
険
以
外
（
健
康
保
険
組
合
、
協
会
け
ん
ぽ
等
）
に
加
入
し
て
い
る
場

患
者
分
（
患
者
が
被
扶
養
者
の
場
合
は
、
被
保
険
者
本
人
分
も
必
要
）

①
保
険
情
報
：
同
一
保
険
世
帯
員
の
情
報

提
案
：
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
利
用
し
た
情
報
連
携
に
よ
り
、
同
一
保
険
世
帯
員
情
報
を
入
手
可
能
と
す
る

☆
支

給
認

定
基

準
世
帯
員

（
課
税

情
報
を

必
要
と

す
る
個

人
）
を

特
定
す

る
た

め
の

保
険

加
入

情
報

効
果

：
保

険
証

の
写

し
が
省

略
で
き

る

保
険
証
写
し
提

出
数

指
定
難
病

申
請

小
児
慢
性

申
請

概
数

67
,0

00
7,

70
0

保
険
証
の
写
し
提
出
数
（
年
間
）

現
在
の
支
障
：
情
報
連
携
が
で
き
な
い
た
め
、
保
険
証
の
提
出
を
求
め
て
お
り
、
申
請
す
る
住
民
に
手
間
が
生
じ
る
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②
収
入
情
報
：
障
害
年
金
関
係
情
報
の
情
報
連
携
に
つ
い
て

【
現

状
】
番
号
法
に
お
い
て
、
事
務
手
続
き
「
特
定
医
療
費
支
給
認
定
」
「
特
定
医
療

費
の
支
給
認
定
の
変
更
認
定
」
は
、
船
員
保
険
法
に
基
づ
く
障
害
年
金
、
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法

に
基
づ
く
障
害
補
償
等
が
ま
だ
連
携
で
き
て
い
な
い
。
（
デ
ー
タ
標
準
レ
イ
ア
ウ
ト
関
連
様
式
Ｂ
５
２

「
年
金
給
付
記
録
情
報
」
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
）

ま
た
、
同
様
の
事
務
で
あ
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
費
は
い
ま
だ
連
携
で
き
て
い
な
い
。

※
指
定
難
病
の
特
定
医
療
費
に
つ
い
て
は
、
障
害
年
金
関
係
情
報
が
お
お
む
ね
情
報
連
携
可
能
と
な
っ
た
。

行
政
手
続
き
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
別
表
第
二
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
及
び
情
報
を
定
め
る

命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
（
平
成

29
年

5月
30
日
に
施
行
）
第
五
十
九
条
の
三

【
参
考
】

デ
ー
タ
標
準
レ
イ
ア
ウ
ト
様
式
Ｂ

（
提
供
項
目
）
５
２
国
民
年
金
法
そ
の
他
の
法
令
に
よ
る
給
付
の
支
給
に
関
す
る
情
報

年
金
給
付
情
報

旧
法
厚
生
年
金
障
害
年

金
情
報

旧
法
船
員
年
金
障
害
年

金
情
報

新
法
障
害
基
礎
年
金
・

障
害
厚

生
年

金
情

報
新
法
遺
族
基
礎
年
金

・
遺
族

厚
生

年
金

情
報

旧
法
国
民
年
金
障
害

年
金
情

報
新
法
障
害
基
礎
年
金

情
報
（

障
害

福
祉

年
金

裁
定

替
え
分
）

新
法
遺
族
基
礎
年
金

情
報
（

母
子

福
祉

年
金

裁
定

替
え
分
）

新
法
遺
族
基
礎
年
金

情
報
（

準
母

子
福

祉
年

金
裁

定
替
え
分
）

新
法
障
害
基
礎
年
金

情
報

新
法
寡
婦
年
金
情
報

新
法
障
害
基
礎
年
金

情
報
（

２
０

歳
前

障
害

初
診

日
分
）

新
法
遺
族
基
礎
年
金

情
報

旧
法
共
済
年
金

障
害
年
金

情
報

（
旧

三
共

済
）

新
法
障
害
共
済
年
金
情
報
（
旧
三
共
済
）

新
法
遺
族
共
済
年
金
情
報
（
旧
三
共
済
）

旧
共
済
年
金

障
害
年
金
情
報
（
旧
農
林
漁
業
共
済
）

新
法
障
害
共
済
年
金
（
旧
農
林
漁
業
共
済
）

障
害
手
当
金
記
録
情
報

特
別
障
害
給
付
金
情
報

被
災
情
報

傷
病
補
償
年
金
情
報

障
害
補
償
年
金
情
報

遺
族
補
償
年
金
情
報

年
金
給
付
情
報
（
国
共
済
関
連
）

新
法
障
害
厚
生
年
金

情
報

新
法
遺
族
厚
生
年
金

情
報

新
法
障
害
共
済
年
金

情
報
（
旧
三
共
済
）

新
法
遺
族
共
済
年
金

情
報
（
旧
三
共
済
）

旧
法
共
済
年
金

障
害
年
金
情
報
（
旧
三
共
済
）

年
金
給
付
情
報
（
地
共
済
関
連
）

新
法
障
害
基
礎
年
金

・
障
害
厚
生
年
金
情
報

新
法
遺
族
基
礎
年
金

・
遺
族
厚
生
年
金
情
報

新
法
障
害
共
済
年
金

情
報

新
法
遺
族
共
済
年
金

情
報

旧
法
共
済
年
金

障
害
年
金
情
報

経
過
的
職
域
加
算
障
害
共
済
年
金
情
報

経
過
的
職
域
加
算
遺
族
共
済
年
金
情
報

障
害
手
当
金
記
録
情
報

年
金
給
付
情
報
（
私
学
共
済
関
連
）

新
法
障
害
厚
生
年
金

情
報

新
法
遺
族
厚
生
年
金

情
報

旧
法
共
済
年
金

障
害
年
金
情
報

遺
族
年
金
情
報

通
算
遺
族
年
金
情
報

共
済
年
金

障
害
共
済
年
金
情
報

遺
族
共
済
年
金
情
報

障
害
手
当
金
記
録
情
報

特
別
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
情
報

提
案

全
て
の
情
報
及
び

小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
費
も

情
報
連
携

可
能
へ

23


	バインダー12
	バインダー1
	22-②_社会保障分野におけるマイナンバー利用事務について情報連携の項目を追加するよう見直し
	22_社会保障分野におけるマイナンバー利用事務について情報連携の項目を追加するよう見直し（矢巾町）

	22-③_社会保障分野におけるマイナンバー利用事務について情報連携の項目を追加するよう見直し
	��平成２９年度　地方分権改革に関する提案募集��「社会保障分野におけるマイナンバー利用事務について情報連携の項目を追加するよう見直し」��　【提案事項】�　指定難病・小児慢性特定疾病医療費申請においてマイナンバー制度を活用�　した情報連携項目の追加�
	指定難病と小児慢性特定疾病医療費助成制度の概要
	スライド番号 3
	提案内容：指定難病及び小児慢性特定医療費助成制度の事務で、マイナンバーによる�　　　　　情報連携により、以下の項目を追加�
	スライド番号 5






